
   ＩＳＤＮ回線を利用した

電子出願手続終了のお知らせ

　　現在、発明協会支部では、中小企業等の出願希望者等を
  対象に特許庁とＩＳＤＮ回線で結んだオンライン電子出願端末
  機（共同利用端末器）の利用及び操作指導等を受け付けてお

  りますが、平成２２年３月３１日をもって終了します。

ＩＳＤＮ回線を利用した電子出願
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　社団法人 発明協会

　  特許庁は、現在ＩＳＤＮ回線を利用した電子出願とインターネットを利用した電子出願の
 
  二通りの電子手続を受け付けていますが、 平成２２年３月３１日にＩＳＤＮ回線を利用した

  電子出願を廃止し、平成２２年４月１日からインターネット出願へ一本化することとしました。

　　　特許庁ホームページ　http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
 
                     「インターネット出願一本化」　　を検索下さい。

インターネットを利用した電子出願

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

